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基幹相談支援センター等機能強化事業 

リーダー：『地域生活支援センターEnjoy』 

 

１．『なは障がい者プラン』の該当項目 

基本目標２ 施策の方向３ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

具体的施策（１） 相談体制・相談支援機能の充実 Ｐ.３２～  

基本目標２ 施策の方向４ 地域移行の推進及び住まいの確保・充実  

具体的施策（１） 地域移行に向けた支援の推進 Ｐ.４０～  

 

２．活動内容  

【事業受託法人『事業所』】 事業担当職員：４名  

・社会医療法人葦の会『相談支援事業所ひかり』２名  

・特定非営利活動法人わくわくの会『さぽーとせんたーｉ』１名  

・社会福祉法人若竹福祉会『地域生活支援センターEnjoy』 １名  

 

令和５年度からは、前年度の担当から３名のメンバーが入れ替えとなった。活動内容としては、

前年から引き続き地域生活支援拠点整備と医療的ケア児等支援の取り組みを中心に進めていくこ

ととした。 

 

３．活動実績（４～７月） 

基幹定例会議 週２回（水・金曜日） 

主に地域生活支援拠点等整備、医療的ケア児等協議の場の開催等について協議を進めている。

また特定相談支援事業所が抱える困難事例などの個別ケースへの対応についても協議を行ってい

る。 ２１回／４月～７月 

 

ワーキング運営会議 毎月第１水曜日 

毎月、各委託相談支援担当と会議を持ち、各ワーキングや事業所連絡会、年間計画等の進捗状況 

 の確認などを行っている。 

・４月１２日（水）１３時３０分～１５時 場所：那覇市役所６０１会議室 

・５月１０日（水）１３時３０分～１５時 場所：那覇市役所９０１会議室 

・６月７日（水）１３時３０分～１５時  場所：那覇市役所９０１会議室 

・７月５日（水）１３時３０分～１５時  場所：那覇市役所９０１会議室 

 

地域生活支援拠点等の整備 

・７月１４日（金）１３：３０～ 第１回拠点ワーキング 

令和５年３月末日に「那覇市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱」が完成した。それに伴い、

基幹相談支援センター等機能強化事業の担当である相談支援事業所ひかりのケースをモデルケー

スとして、相談支援事業所の拠点事業への登録、拠点の対象者としての登録の流れ等を確認しな
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がら進めている。また、市内事業所より拠点整備の問い合わせと協力の申し出があり、基幹相談担

当としてもフローチャートなどを作成して、早めに協力事業所への説明会を開催していく予定。 

 

医療的ケア児等協議の場  

・令和５年５月３１日開催、場所：那覇市役所７０１ＡＢ会議室  

前年度から引き続き、（一社）災害プラットフォームおきなわの稲垣暁さんを招いて、「医療的

ケア児の災害時の対応について」研修会を行った。前年度の研修では実際に起きた震災の事例

を通して、各関係者が「何ができるのか」をグループワークを通して考えていったので、それ

を踏まえた上で、今回は主に個別避難計画をテーマに研修を行った。 

・また今後も引き続き、災害時の対応について協議を重ねるとともに、各課と防災時の支援の対

策等共有と体制づくりを行っていきたい。 

・その他、医療的ケア児の実数把握や医療ケア児やその家族のニーズの把握に向けて関係機関

と体制作りについても検討していく予定。 

・６月３０日（金）１３：００～第１回ケアコア会議 

    参加機関：障がい福祉課、こども教育保育課、ら・ら・らステーション、学校教育課 

    内容：南部圏域療育教育部会の研修に向けての打ち合わせ。那覇市の医療的ケア児等コーディネータ 

ーの役割について、未就学児のガイドラインについて共有。今後の課題について検討を行った。 

・７月５日（水）１４：００～入所検討会 

内容：令和６年度の医療ケア児の入園に向けて検討、他、昨年度入園時の状況と課題について

ガイドライン作成前の在園時の状況について検討を行った。 

 

特定相談支援事業所あいさつまわり  

・那覇市内にある特定相談支援事業所へのあつさつまわり。新しく立ち上げた事業所やまだあい

さつまわりができていなかった事業所への訪問を行った。ひとり相談事業所も多く、事業所側の

不安としては、「加算の取り方についての不安や困難事例への対応について」相談もあがった。今

後も顔の見える関係を作っていきながら特定相談支援事業所のバックアップができるようにして

いく。 

 

４．今後の方向性や目標 

基幹相談支援センター等機能強化事業担当として、今後とも「地域生活支援拠点整備」を進めて

いく。すでに協力の意思表示をしてくれている事業所もあるので、早めにフローチャートを作成

し、相談支援事業所や短期入所事業所などの協力機関に説明会などを行い、登録を開始していく

予定である。 

医療的ケア児等の協議の場として、昨年度から引き続き、災害時の取り組みを行うとともに、医

療的ケア児の実数把握の体制作りを行う。そのためにも、ケアコア会議を通して、各関係機関への

訪問や現状把握を行い、体制作りに努める。 

また、那覇市の相談体制・相談支援機能の充実を図るために、各相談支援事業所への訪問などを

通して関係作りや、何か困りごとがあった時の相談に乗る体制作りを行っていく。 


